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※ 対象企業：社保加入者１０１人以上（R6,10～５１人以上） 

① キャリアアップ助成金のコースの新設 

・キャリアアップ助成金を拡充し、短時間労働者が

新たに被用者保険の適用となる際に、労働者の収入

を増加させる取組を行った事業主に対して、一定期

間、労働者１人当たり最大50万円の支援をする。 

・助成対象となる労働者の収入を減らさない取組

には、賃上げや所定労働時間の延長のほか、被用者

保険の保険料負担に伴う労働者の手取り収入の減

少分に相当する手当(社会保険適用促進手当)の支

給も含めることとする。また、支給申請に当たって、

提出書類の簡素化など事務負担を軽減する。 

② 社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外 

・被用者保険が適用されていなかった労働者が新

たに適用となった場合に、事業主は、当該労働者に

対し、給与・賞与とは別に「社会保険適用促進手当」

を支給することができることとする。 

※当該手当などにより標準報酬月額・標準賞与額の

一定割合を追加支給した場合、キャリアアップ助成

金の対象となり得る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・社会保険適用促進手当については、被用者保険適用 

に伴う労働者本人負担分の保険料相当額を上限として、

最大２年間、当該労働者の標準報酬月額・標準賞与額の

算定に考慮しないこととする。 

※同一事業所内において同条件で働く他の労働者にも

同水準の手当を特例的に支給する場合には、社会保険

適用促進手当に準じるものとして同様の取扱いとする。 

 

 
※ 対象者：社保加入者100人未満の事業所で働く方 

①事業主の証明による被扶養者認定の円滑化 

・被扶養者認定においては、過去の課税証明書、給与明

細書、雇用契約書等を確認することとしているところ、

一時的な収入の増加がある場合には、これらに加えて、

人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変

動である旨の事業主の証明を添付することで、迅速な

認定を可能とする。 

 

 

①企業の配偶者手当の見直し促進 

・令和６年春の賃金見直しに向けた労使の話合いの中

で配偶者手当の見直しも議論され、中小企業において

も配偶者手当の見直しが進むよう、見直しの手順をフ

ローチャートで示す等わかりやすい資料を作成・公表

される予定。 

厚生労働省より公表された 

「年収の壁・支援強化パッケージ」 

み く に 便 り 
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***『みくに便り』メール配信開始*** 

 FAXにてお送りしています「みくに便り」を、ご希望の皆様へメール配信を

始めます。ご希望の方は【Mail: office@e-392.com】まで、アドレスをお知

らせ下さい。 

当社ＨＰでは新聞掲載コ

ラム（バックナンバー）

や各種セミナーのご案内

を随時発信しています。 

 

 

Ⅰ 106 万円の壁への対応 

Ⅱ 130 万円の壁への対応 

Ⅲ 配偶者手当への対応 
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